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第１章 業務に関する事項 

 

１ 主催者 

福山市 

 

２ 担当課 

福山市保健福祉局保健部健康推進課 

〒７２０－８５１２ 福山市三吉町南二丁目１１番２２号 

ＴＥＬ （０８４）９２８－３４２１（直通） 

ＦＡＸ （０８４）９２８－１１４３ 

E-Mail kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

３ 調達の内容 

（１）件名：福山市保健事業に係るデータエントリー業務 

（２）概要： 

現在運用している保健事業に係るデータエントリー（データパンチ入力）業務を委託するもの。 

・履行期間： 契約締結日から２０２７年（令和９年）３月３１日 

・業 務 名： 福山市保健事業に係るデータエントリー業務 

 

４ 入札参加資格要件 

次に掲げる要件を全て満たす者で入札参加資格の審査においてその資格があると認められたもの

とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４により入札参加制限を受けてい

ない者であること。 

（２）本業務の公告の日から落札決定の日までの間において、福山市の指名除外又は指名留保を受け

ていない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っていない者（更生手続開始の決

定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。 

（４）資格審査申請書を提出する時点で、福山市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

（５）資格審査申請書を提出する時点で、国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であ

ること。 

（６）代表者又は自社の役員等が、福山市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第２号 

  又は第３号に該当しない者であること。 

（７）福山市内に処理可能な事業場を有している者であること。 

（８）プライバシーマーク又はＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得し

ている者であること。 

（９）地方公共団体が発注するデータエントリー業務について、過去に当該業務に類似した業務実績

を有する者であること。 

 

５ 本業務に当たっての制約事項 

（１）秘密の保持 

本業務遂行中に知り得た秘密事項については、いかなる理由があっても本市の承認なしに他に漏

らしてはならない。契約期間終了後も同様とする。 
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（２）貸与資料 

本業務の実施に当たり、本市が貸与する物品及び資料等については、受任者の責任において適切

に管理し、取扱いに注意すること。また、契約期間終了後、速やかに返却すること。 

（３）施設への入退室 

導入作業等のため、本市の施設等に出入りする場合は、本市担当者に事前に連絡し承認を得るこ

と。また、施設等の出入りに当たっては、本市担当者の指示に従うこと。 

（４）成果物の所有権 

納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合、受任者は、当該著作権の使用に

関する費用負担を含む一切の手続を行い、第三者の著作権、その他の権利を侵害しないこと。 

（５）再委託の制限 

受任者は本契約に基づく業務を第三者に委託してはならないものとする。 

ただし、やむを得ず業務の一部を第三者に委託する必要がある場合、又は地域企業育成のために

委託する場合は、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容、事業執行の場所等を本市に届け出

て、本市の承認を得ること。また、再委託を受けた者に対しても、委託条件を厳守させ、再委託先

からさらに他の第三者に委託させてはならない。 

（６）疑義 

受任者は、本業務の実施に当たり、入札説明書及び入札仕様書に記載のない事項又は疑義が発生

した場合は、速やかに本市と協議を行い、承認を得たうえで作業を実施すること。 

 

６ 契約及び支払条件 

（１）契約の締結 

ア 契約書の記載内容については、落札者と別途協議のうえ決定し、契約を締結する。 

なお、本市仕様書の要件を満たさないときは、当該項目について本市が特に認めた場合を除き、

落札者は本市仕様書の要件に従わなければならない。 

イ 契約条項については、契約書（案）を入札参加資格認定を受けた者に対し交付し示す。 

ウ 落札者は、本市が定める日（落札者決定から５日以内）までに契約書の締結を行うものとする。

契約に応じない場合は落札の決定を取り消す。 

（２）契約保証金 

免除（福山市契約規則第６条第１項第５号） 

（３）支払条件 

本調達に関わる支払は原則として次の条件で支払うものとする。 

ア 履行期間の業務実績に応じて月毎に支払を行うものとする。 
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第２章 入札手続に関する事項 

 

１ 日 程 

入札手続に関する日程は次のとおりとする。 

手  続 期  日 

１ 入札参加資格審査申請受付期間 2026年(令和 8年)  3月 11日(水) から 

2026年(令和 8年)  3月 18日(水) 午後 5時まで 

２ 入札参加資格の認定 2026年(令和 8年)  3月 24日(火) 

３ 入札書等に関する質問受付期限 2026年(令和 8年)  3月 26日(木) 午後 5時まで 

４ 入札書等に関する質問への回答 2026年(令和 8年)  3月 31日(火) 

５ 入札辞退届の提出期限 2026年(令和 8年)  4月  1日(水) 午前 11時 

６ 入札及び開札 2026年(令和 8年)  4月  1日(水) 午後 2時 

 

２ 入札説明書等の交付 

本入札の説明資料及び申請手続様式として、次の書類を交付する。 

（１）説明資料 

ア 入札説明書（本書） 

イ 福山市保健事業に係るデータエントリー業務仕様書 

ウ 資料 

  ・「２０２６年度（令和８年度）区分別・月別入力予定数量一覧」 

・「業務別データ作成要領」 

※福山市保健事業に係るデータエントリー業務仕様書及び資料は、入札参加資格認定を受けた

者に対し交付する。 

（２）入札参加資格審査申請の手続様式 

ア 入札参加資格審査申請書（様式１） 

イ 入札参加資格審査申請書等受付票（様式２） 

ウ 委任状（様式３） 

※代表者から支店長等に対する委任事項を証したもの。入札に関する手続等を委任する場合の

み提出すること。 

エ 使用印鑑届（様式４） 

※代表者印と異なる印鑑を入札及び契約時に使用する場合のみ提出すること。 

オ 担当者届（様式５） 

※本入札に係る担当者として１名を選任し、質疑等の窓口を一本化すること。 

カ 誓約書（様式６） 

キ 申立書（様式７） 

※市外業者で本市における課税のない者は提出すること。 

 ク 電子データの保存等に関する申出書（様式８） 

 ケ 営業経歴・業務内容調書（様式９） 

コ 実績報告書（様式１０） 

「４ 入札参加資格要件」の（８）で示した導入実績を記載したもの。 

（３）入札及び入札に関する手続様式 

ア 質問書（様式１１） 

イ 入札辞退届（様式１２） 

ウ 委任状（入札用）（様式１３） 
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エ 入札書（様式１４） 

※ア～エの手続様式は、入札参加資格認定を受けた者に対し交付する。 

（４）契約について 

ア 契約書（案） 

※契約書（案）は、入札参加資格認定を受けた者に対し交付する。 

 

３ 入札参加資格審査申請書類の提出 

（１）提出先 

第１章の「２ 担当課」とする。 

（２）提出期限、提出方法 

ア 入札参加資格審査申請書類の提出は、２０２６年（令和８年）３月１８日（水）午後５時まで

とする。 

イ 上記提出先へ直接持参すること（郵便等による提出は不可とする。）。 

ウ 入札参加資格審査申請者は、提出した入札参加資格審査申請書類の差替え、変更又は取消しを

することができないものとする。 

（３）提出書類 

入札参加資格審査申請に必要な書類は次に掲げる書類とする。 

なお、「イ 印鑑証明書」、「ウ 市税の完納証明書」、「エ 納税証明書」及び「カ 商業登記簿謄

本」については、入札参加資格審査申請書提出の日から３か月前の日以降に発行されたものとする。

（ウ、エ、カについては写しでも可） 

ア ２（２）に示す申請書類一式 

※委任状（様式３）、使用印鑑届（様式４）、申立書（様式７）は必要な者のみ提出すること。 

イ 印鑑証明書 

※実印であることを証明するもの。 

ウ 市税の完納証明書 

※本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。市外の事業者で本市における課税

のない者は、申立書（様式７）を提出すること。 

エ 納税証明書 

※国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明したもの（免税事業者は除

く。）。 

オ プライバシーマーク又はＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）を証する書類 

※入札参加資格審査申請書類提出の日から契約終了日まで有効なものとし、写しを可とする。 

 カ 商業登記簿謄本 

 キ 申請日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合は、直前 1事業年度の「貸

借対照表」、「損益計算書」及び「株主資本等変動計算書」の写し）  

 

４ 入札参加資格の認定 

入札に必要な資格を有していると認めた場合は「入札参加資格認定通知書」を、２０２６年（令和

８年）３月２４日（火）付けで、申請者に送付する。 

 

５ 入札説明書、入札仕様書等に関する質問 

（１）質問の方法 

入札説明書、入札仕様書等に関する質問は、質問書（様式１１）により、電子メールで提出する

こと。 



5 

提出先メールアドレス：kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

（２）受付期限 

２０２６年（令和８年）３月２６日（木）午後５時までとする。 

（３）質問に対する回答 

質問への回答は、２０２６年（令和８年）３月３１日（火）までに、入札参加資格認定を受けた

者で入札参加意思のあるすべての者に電子メールにより送付する。 

 

６ 入札及び開札手続き 

（１）入札日時及び場所 

入札日時：２０２６年（令和８年）４月１日（水）午後２時００分 

場  所：福山すこやかセンター 地域ケア会議室 

※入札書の提出は直接持参によるものとし、郵便等による入札は認めない。 

（２）開札 

入札後、直ちに同所で行う。 

（３）入札書の作成 

ア 入札書の作成 

（ア）入札書は所定の様式（様式１４）を使用し、次の内容に従い記載すること。 

イ 入札書の記載項目 

（ア）年月日 

入札書の提出年月日とする。 

（イ）金 額 

・入札書の作成要領 

入札書に記載する金額は、子宮頸がん検診診査票１枚当たりの単価（これを基準単価とし、

以下｢基準単価｣と称す。）の消費税抜きの金額（円未満の小数点以下第二位まで）を記載する

こと。 

・他の事業の帳票の単価及び算出比率 

他の事業の帳票の入力単価については、前述の基準単価を１として、次に掲げる各比率を

乗じて算出し、円未満の小数点以下第三位を四捨五入し第二位までとする。 

（ア）子宮頸がん検診診査票単価については、これを基準単価とする。 

（イ）妊娠届出書については、基準単価に１．５１を乗じて得た金額とする。 

（ウ）妊婦一般健康診査補助券については、基準単価に１．０３を乗じて得た金額とする。 

（エ）妊婦一般健康診査検査券については、基準単価に１．１７を乗じて得た金額とする。 

（オ）クラミジア検査については、基準単価に１．００を乗じて得た金額とする。 

（カ）乳児一般健康診査結果票については、基準単価に１．４０を乗じて得た金額とする。 

（キ）産婦一般健康診査については、基準単価に３．３７を乗じて得た金額とする。 

 (ク) １か月児健康診査については、基準単価に３．４６を乗じて得た金額とする。 

（ケ）４か月児健康診査については、基準単価に３．１７を乗じて得た金額とする。 

（コ）１歳６か月児健康診査については、基準単価に７．４３を乗じて得た金額とする。 

（サ）３歳児健康診査については、基準単価に７．６３を乗じて得た金額とする。 

（シ）新生児聴覚検査については、基準単価に１．５１を乗じて得た金額とする。 

（ス）歯周病検診については、基準単価に９．１１を乗じて得た金額とする。 

（セ）妊婦歯科健康診査については、基準単価に３．３１を乗じて得た金額とする。 

（ソ）肝炎ウイルス検診については、基準単価に１．５７を乗じて得た金額とする。 

（タ）がん検診については、基準単価に１.９７を乗じて得た金額とする。 

mailto:jouhou-system@city.fukuyama.hiroshima.jp
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（チ）後期高齢者健診については、基準単価に３．０９を乗じて得た金額とする。 

（ツ）乳がん検診については、基準単価に１.９１を乗じて得た金額とする。 

（テ）胃がん検診（内視鏡）については、基準単価に２．０３を乗じて得た金額とする。 

（ト）骨粗しょう症検診については、基準単価に１．５４を乗じて得た金額とする。 

（ナ）服薬指導については、基準単価に７．６３を乗じて得た金額とする。 

（ニ）健康状態が不明な高齢者の把握・支援事業については、基準単価に２．１４を乗じて

得た金額とする。 

（ヌ）出張フレイル予防塾については、基準単価に２．４９を乗じて得た金額とする。 

（ネ）予防接種（定期）については、基準単価に１．５７を乗じて得た金額とする。 

（ノ）予防接種（高齢者肺炎球菌）については、基準単価に１．５７を乗じて得た金額とす 

  る。 

（ハ）予防接種（高齢者帯状疱疹）については、基準単価に１．５７を乗じて得た金額とす 

  る。 

（ヒ）予防接種（高齢者新型コロナウイルス）については、基準単価に１．３７を乗じて得 

  た金額とする。 

（ウ）入札者住所、商号、代表者及び押印 

ａ 本人の場合 

入札参加資格審査申請者の所在地、商号又は名称、代表者職、名前並びに使用印鑑届を提出し

ている場合は使用印と同じ印とする。 

ｂ 代理人の場合 

入札参加資格審査申請において代理人を選任している場合は、代理人の所在地、商号又は名称

及び職、名前並びに代理人印とする。 

ｃ 復代理人の場合 

復代理人の場合は、入札前に委任状を提出し、復代理人の名前並びに復代理人印とすること。 

（４）入札の無効 

次の入札は、無効とする。なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、

これに参加することができない。 

ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

イ 入札が、取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

エ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

オ 他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札をしたとき。 

カ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。 

キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

ク 再度の入札をした場合においてその入札が１であるとき。 

ケ その他規則又は特に指定した事項に違反したとき。 

（５）入札の辞退 

入札参加予定者が、入札を辞退するときは入札辞退届（様式１２）を、２０２６年（令和８年）

４月１日（水）午前１１時までに提出すること。 

（６）入札又は開札の中止 

・天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを延期

又は中止する。この場合における損害は入札者の負担とする。 

・開札は入札者又はその他の代理人を立ち会わせて行なうものとする。なお、立ち会うことがで

きるものは１名とする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該
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入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。 

（７）入札保証金 

免除（福山市契約規則第２５条第１項第２号） 

（８）入札違約金 

落札者が契約を締結しないときは、落札金額に予定数量を乗じて得た金額の１００分の５に相当

する金額を違約金として納入すること。 

 

７ その他 

（１）入札に当たっての注意事項 

ア 福山市から提供を受けた文書について、本件の入札手続以外の目的に供してはならない。また、

本入札において、福山市の情報システム等に関して知ることとなった内容は、第三者に洩らし

てはならない。なお、福山市が貸与した文書は返却すること。 

イ 本入札に要する費用は、入札者が負担する。 

ウ 本入札に関し福山市へ提出された資料は返却しない。 

エ 業務委託の範囲等について、契約前に変更の可能性があることを承諾すること（２０２６年度

の具体的スケジュール等は、各月２０日頃に確定するため、変更の可能性がある。）。 

（２）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（３）守秘義務要件 

本業務に関して知り得た情報が、第三者に漏洩することを防止し、かつ秘密漏洩の可能性を事前

に排除すること。また、関係資料の滅失・き損を防止し、秘密を保持するため、必要かつ十分な措

置を講じること。 

（４）予算成立条件 

この入札案件は２０２６年(令和８年)３月議会で、２０２６年度（令和８年度）歳入歳出予算の

議決を得られなかったときは取り消すものとする。 

 

以上 


